
（認定基準　第３条関係） 審査チェックシートNo.1

建物名：ブランズシティ蓮田

計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

県
※

確認欄
(1-1)全住戸の２分の１以上の住戸の住戸

専用面積が、分譲住宅の場合は６５
㎡以上、賃貸住宅の場合は５５㎡以
上

■分譲住宅
　全　168戸中　168戸が65㎡以上

□賃貸住宅
　全　　戸中　　戸が55㎡以上

(1-2)全住戸の100分の15以上の住戸におい
て、住戸専用面積が80㎡以上もしく
は、居室数が５室以上

□住宅
　全　　戸中　　戸が80㎡以上もしく
は居
　室数が５室以上

(2) 階数が２以上の場合は、エレベー
ターを設置

■設置している

□設置していない
＜理由＞ ○

(3) 設計住宅性能評価書及び建設住宅性
能評価書を取得

■取得済み
＜取得年月日・番号等＞
設計性能評価：2018年10月31日取得
交付番号：067-01-2018-1-2-
　　　　　　　　　　13490～13657

○

(4) その他法令等に違反していない
　・建築基準法
　・埼玉県福祉のまちづくり条例
　　など

■違反していない
＜認定等年月日・番号等＞
確認済証：平成30年9月14日交付
　　　　　第UHEC建確300295号 ○

認定対象要件

○



（認定基準　別表１関係） 審査チェックシートNo.2

建物名：ブランズシティ蓮田

（住戸専用部分） 計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄
(1) 各住戸専用部分の床が段差のない

構造である。
専有部分には玄関及び上り框、バルコニーの
出入り口を除き、段差のない構造としていま
す。

○ ○

(2) 住戸に設置されているバルコニー
の手すりは、子どもの転落防止措
置が施されている。

足掛かりより1.1.ｍ以上を確保する形状とし
ています。

○ ○

(3) 日本住宅性能表示基準の別表（ホ
ルムアルデヒド対策）の等級２以
上を取得している。
※既存の場合は適用しない。

等級２以上同等の、ホルムアルデヒド発散等
級
Ｆ☆☆☆☆の部材を使用します。

○ ○

(4) 軽量床衝撃音対策として、上下階
との界床には、日本工業規格の
Li、r、L-50等級相当以上の材料
を使用する。

左記としています。

○ ○

(5) 重量床衝撃音対策として、上下階
との界床には、日本工業規格の
Li、r、H-55等級相当以上の材料
を使用する。

左記としています。

○ ○

住戸専用部分　適合項目数 5 5

（共用部分） 計画の内容（具体的に記載）
申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄
(1) 敷地内に１住戸につき１台以上の

規模の平置き（ラック式のものを
含む。）形状の駐輪場を確保して
いる。

全168戸に対し、サイクルポート(１区画当た
り２台以上)およびスライドラック計336台分
設置しています。

○ ○

(2) 屋上及び外気に面している共用廊
下、階段等に設置する手すりは、
子どもの転落防止措置が施されて
いる。

足掛かりより1.1.ｍ以上を確保する形状とし
ています。

○ ○

共用部分　適合項目数 2 2

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

子育てに資する仕様



（認定基準　別表２関係） 審査チェックシートNo.3

建物名：ブランズシティ蓮田

計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄

(1) 保育施設又は幼稚園への送迎サービ
スの提供

(2) ベビーシッターなどの家事サービス
の提供

(3) 共用スペースを活用したグループ
ホーム保育サービスなどの託児サー
ビスの提供

公益施設子育て支援エリア
（一時預かり等） 〇 〇

(4) (1)～(3)のサービスの情報提供 公益施設子育て支援エリア
（窓口業務、蓮田市による情報提供）
今後の蓮田市との調整を踏まえ、住民ポータ
ルサイトへの掲示を予定しています。

〇 〇

(5) その他の子育て支援サービスの提供

(1) 保育施設等と連携した育児相談や一
時預かりサービスの提供

公益施設子育て支援エリアに保育士や保健師
等が滞在予定

(2) 医療施設等と連携した夜間診療や訪
問診療などの実施

小児科オンラインを利用した遠隔医療相談
サービスの提供 〇 〇

(3) その他、近隣施設との連携サービス
の提供

蓮田市役所内施設と連携した子育て支援情報
の共有及び情報発信 〇 〇

(1) 共用部分における子育ての悩みや医
療相談サービスの提供

公益施設子育て支援エリア
（子育て支援センター、子育て世代包括支援
センター）

〇 〇

(2) 子育て等の電話相談実施団体と連携
した相談サービスの提供

(3) その他、子育てに関する相談窓口な
どの設置

公益施設子育て支援エリア
（ファミリーサポートセンター） 〇 〇

子
育
て
相
談
充
実
型

　子育てに関する様々な相談に対応でき
るよう、次に掲げる事業を実施してい
る。なお、この事業を長期間にわたり実
施されるものとする。

マンションの管理運営における工夫

　子育ての支援として、次に掲げるサー
ビス等を提供している。なお、このサー
ビスを長期間にわたり実施されるものと
する。

子
育
て
支
援
充
実
型

保
育
施
設
連
携
型

　近隣にある保育施設や医療施設と連携
して、次に掲げる事業を実施している。
なお、この事業を長期間にわたり実施さ
れるものとする。

3／10



（認定基準　別表２関係） 審査チェックシートNo.3

建物名：ブランズシティ蓮田

計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄

マンションの管理運営における工夫

(1) 住民等が主体となった子ども参加型
イベントの実施

子育て交流会の開催
（絵本読聞かせ、リトミック、親子ヨガ等） 〇 〇

(2) 高齢者とのふれあい空間の創出イベ
ントの実施

(3) その他、子どもが元気に活動できる
ようなイベント等の実施

マンション住民向けに地元野菜でお料理セミ
ナー、鉄道博物館見学ツアーも予定していま
す。また、公益施設子育て支援エリアにて、
七夕まつりやクリスマス会等を開催（ファミ
リーサポートセンター)

〇 〇

(1) 「パパ・ママ応援ショップ」に登録
した子育て世帯入居支援

(2) 自主的な子育てサークル立ち上げへ
の支援サービスの提供

公益施設子育て支援エリア（子育て支援セン
ター）にて、子育て中の方同士が知り合う
きっかけづくりの場を提供、支援を行なう

〇 〇

(3) イクメン養成講座などお父さん参加
型イベントの実施

(4) ハウスキーパー派遣、ベビー用品等
の再利用の場やレンタルシステム
サービスの提供

(5) 市町村の子育て支援部局と連携した
活動の実施

公益施設子育て支援エリアを活用した取組み
・子育て支援情報の提供
・絵本の読み聞かせ等（子育て支援セン
ター）
子ども元気体験型（１）の取組みとは主催者
が異なります。上記はマンション住民向けに
事業主が委託した民間事業者が開催するのに
対し、本項目は蓮田市主催による地域住民向
けのものになります。

〇 〇

(6) その他の子育て支援に係る活動の実
施

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

子
ど
も
元
気
体
験
型

　子どもが元気になるような、次に掲げ
る事業を実施している。なお、この活動
を長期間にわたり実施されるものとす
る。

そ
の
他
の
提
案
型

　上記以外の子育て支援の活動として、
次に掲げる内容を実施している。なお、
この活動を長期間にわたり実施する。

4／10



（認定基準　別表４関係） 審査チェックシートNo.４

建物名：ブランズシティ蓮田

項　　目 計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄
(1) 子どもの成長等にあわせて容易に

間取りが変更できる工夫をしてい
る。

(2) 住戸専有面積の８％以上の面積の
収納スペースがある。

(3) 子どもへの目線が確保できるよ
う、リビング、キッチンから子ど
もの様子が確認しやすい間取りと
なっている。

対面形式のキッチン及びダイニングテーブル
と一体となったキッチンを採用しています。

1 1

(4) 玄関の土間部分（アルコープ部分
を含む）を広くし、ベンチやベ
ビーカーが置けるようになってい
る。

各住戸の土間部分をおおむね1㎡以上確保し
ています。

1 1

(5) バルコニーにシンクが設置されて
いる。

(6) その他子育てに配慮した間取り等
の工夫をしている。

(1) 住戸内の転倒防止と転倒時の危険
防止のため、防滑性及び弾力性を
有した床材を使用している。

シートフローリングとしております。

1 1

(2) 衝突時の危険防止措置を講じてい
る。
ア　柱の面取り加工等
イ　反対側の気配が分かる扉仕様
ウ　その他の衝突防止措置

LDの扉をガラススリット入りとしています。

1 1

(3) 不用意な子どもの感電を防止する
ための工夫をしている。

(4) 子どもが危険な場所に近寄れない
ようにするため、進入を防止する
建具等を設置している。

(5) 指を挟み込みにくい形状の建具を
採用している。

(6) その他子どもの事故防止への工夫
をしている。

事
故
防
止
へ
の
配
慮

子育てに資する仕様（住戸専用部分）

間
取
り
等
の
工
夫

5／10



（認定基準　別表４関係） 審査チェックシートNo.４

建物名：ブランズシティ蓮田

項　　目 計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄

子育てに資する仕様（住戸専用部分）

防
犯
対
策

(1) １階住戸、共用廊下側の開口部等
に面格子、防犯ガラス、防犯性の
高い施錠設備を採用している。

各階の開放廊下側窓は面格子を設置していま
す。

1 1

(2) その他設備による防犯対策を講じ
ている。

(1) 音漏れを軽減するため、サッシ等
の外壁側の開口部に日本工業規格
（JIS A 4706）T-1 25等級線以上
の材料を使用している。

全てのサッシにおいてＴ-1以上を使用してい
ます。

1 1

(2) 住戸の界壁に日本工業規格（JIS
A1419-1）のRr-50等級相当以上の
材料を使用している。

(3) 日本住宅性能表示基準の別表（ホ
ルムアルデヒド対策）の等級３を
取得している。

等級3以上同等の、ホルムアルデヒド発散等
級
Ｆ☆☆☆☆の部材を使用します。 1 1

(1) ブロードバンド対応設備を有して
いる。

全戸にインターネット設備を設けています。

1 1

(2) 子どもが使用しやすいドアの握り
手を採用している。

建具にはレバーハンドルを採用しています。

1 1

(3) 被災時等に子どもが容易に避難で
きるよう、地震により変形しにく
い耐震性ドアの採用等の措置を講
じている。

玄関ドアの外枠には、耐震枠を採用していま
す。

1 1

(4) その他子育てに配慮した工夫をし
ている。

(5) 多子世帯に対する支援策を講じて
いる。

住戸専用部分適合　配点計 10 10

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

居
住
環
境
対
策

※チェックシートNo.3（別表２関係）　３項目以上の場合１０点以上、２項目以下の場合１７点以上

そ
の
他
の
 
子
育
て
へ
の
配
慮

6／10



（認定基準　別表５関係） 審査チェックシートNo.５

建物名：ブランズシティ蓮田

項　　目 計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄
(1) 誰もが容易に道路等から住戸まで

通行ができようにするための措置
を講じている。
（日本住宅性能表示基準「高齢者
等配慮対策等級（共用部分）」）

(2) エレベータの操作盤や防犯カメラ
などについて、子どもの利用への
配慮をしている。

エレベーターの操作盤は高さ1ｍ程度の位置
に設置し、かご内に防犯カメラを設置してい
ます。 2 2

駐
輪

ス
ペ
ー
ス

(1) ベビーカー、三輪車等の収納ス
ペースを確保するためのスペース
の確保している。

(1) 共用廊下等の動線上に扉が突出し
ないようにするため、各住戸の玄
関にあるコープなどの空間を設け
ている。

(2) ガラスへの衝突時危険を防止措置
を講じている。
ア　安全ガラス
イ　ガラス面への色入れ。
ウ　衝突防止シール。

面積が大きな透明ガラスには衝突防止シール
を設置しています。

1 1

(3) 子どもが危険箇所に近寄れないよ
うにするため、進入防止措置を講
じている。

１階室外機置場にフェンス等により侵入防止
措置を計画しています。

1 1

防
犯
対
策

(1) 埼玉県住まいの防犯アドバイザー
のアドバイスを得ている。

(2) 死角になりやすい場所への監視措
置を講じている。
ア　監視カメラ等
イ　オートロック
ウ　その他の防犯措置

建物出入り口部分にはオートロックを採用し
ています。

2 2

落
下
物
対
策

(1) 敷地境界線からの離れの確保等に
より、落下物危険防止措置を講じ
ている。

誰
も
が
利
用
し
や
す
い
工
夫

事
故
防
止
へ
の
配
慮

子育てに資する仕様（共用部分）

7／10



（認定基準　別表５関係） 審査チェックシートNo.５

建物名：ブランズシティ蓮田

項　　目 計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄

子育てに資する仕様（共用部分）

(1) 概ね20㎡以上の広さを持つキッズ
ルームを設置している。

20㎡を超える集会室を1階に設置していま
す。

2 2

(2) キッズルーム又は集会所の中に、
絵本や児童書などの本を100冊以上
設置している。

(3) 保育施設を設置している。

(4) 概ね40㎡以上の広さがある遊具の
ある広場を設置している。

(5) 広場又はエントランス部分に手洗
い場の設置している。

サブエントランスに水洗を設置しています。

1 1

(6) 共用部分に子ども仕様の共用トイ
レを設置している。

(7) 共用部分におむつ替えや授乳ス
ペースを設置し、埼玉県の赤ちゃ
んの駅の登録を行う予定である。

(8) 雨天時の子どもが通所・通園の送
迎バスに乗り降りできる車寄せを
設置している。

屋根付きの車寄せ設置しております。

1 1

(9) 敷地内の安全な場所に通学児童が
集合できるスペースを確保してい
る。

エントランス前に十分な広さの空地を確保い
ています。

1 1

(10) その他の子育て支援施設を設置し
ている。

①マンション併設の蓮田市運営の公益施設
　子育て支援エリアがあります。
②マンション1階共用部にスタディールーム
　を計画しています。 2 2

(1) 敷地面積の１０％以上の広さの緑
地を設置している。

左記としています。

2 2

緑
地
等
の
整
備

子
育
て
支
援
施
設
の
設
置

8／10



（認定基準　別表５関係） 審査チェックシートNo.５

建物名：ブランズシティ蓮田

項　　目 計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄

子育てに資する仕様（共用部分）

(2) 敷地周辺に子どもが安全に歩行で
きる歩道又は空地を設置してい
る。

本敷地と接する道路はすべて、歩道付きの道
路となっている。

1 1

(1) その他子育てに役立つハード的な
工夫を行っている。

マンション1階共用部メールコーナーに「宅
配ボックス」を設置し、子育てに忙しい世
帯、共働き世帯向けに不在時の荷受サービス
を提供しています。 1 1

(2) 多子世帯に対する支援策を講じて
いる。

共用部分適合　配点計 17 17

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

緑
地
等
の
整
備

※チェックシートNo.3（別表２関係）　３項目以上の場合17点以上、２項目以下の場合24点以上   

そ
の
他

9／10



審査チェックシートNo.６

建物名：ブランズシティ蓮田

項　　目 計画の内容
（写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載）

申請者
ﾁｪｯｸ欄

県※

確認欄
(1) マンションの半径1,200ｍ以内の子

育て支援施設
※１

数
・５か所以上…３点
・２か所以上５か所未満…２点
・１箇所…１点

市立中央保育園（約500ｍ）
市立蓮田みぬま保育園（約700ｍ）
市立東保育園（約700ｍ）
市立蓮田南保育園（約1,050ｍ）
星の子保育園、星の子ステラ保育園（約320
ｍ）
中村家庭保育室（約490ｍ）
認定こども園しらゆり（約730ｍ）
蓮田幼稚園（約660ｍ）
伊奈さかえ幼稚園（約1,140ｍ）
蓮田市公益施設（2021年4月開業予定）（同
一建物内）

3 3

(2) マンションから小学校の距離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

市立蓮田中央小学校（約970ｍ）※通学路距
離

2 2

(3) マンションから他の教育施設※２ま
での距離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

市立蓮田中学校（約1,260ｍ）※通学路距離
蓮田市公益施設（2021年4月開業予定）（同
一建物内） 3 3

(4) マンションから公園、緑地までの
距離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

堂山公園（約460ｍ）
上町ふれあいの森（約520ｍ）
見沼公園（約820ｍ）
綾瀬せせらぎ公園（約690ｍ）
綾瀬やすらぎふれあい公園（約690ｍ）
綾瀬東児童公園（約750ｍ）

2 2

(1) マンションから病院又は診療所※３

までの距離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

蓮田一心会病院（約270ｍ）
診療所（開業時期未定）（同一建物内）

3 3

(2) マンションから商店街
※４

までの距
離
・400m未満…３点
・400m以上800m未満…２点
・800m以上1,200m未満…１点

蓮田マイン（約270ｍ）
ファミリーマート蓮田駅西口店（約180ｍ）
ファミリーマートロータス蓮田駅前店（約
190ｍ）
ファミリーマート蓮田駅東口店（約200ｍ）
店舗（開業時期未定）（同一建物内）

3 3

立地適合　配点計 16 16
１２点以上　↑

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

*1
*2

*3
*4
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数
・
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離

その他の教育施設とは、中学校、図書館、体育施設（学校体育施設を除く）、公民館、美術館その他これ
らに類するものをいう。

病院又は診療所とは、内科又は小児科の診療が可能なものをいう。
コンビニエンスストア又はスーパーマーケットの場合は１店舗でも該当する。

子育て支援施設とは、保育施設、幼稚園、児童館、地域子育て支援拠点をいう。
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